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ま
い
ま
す
。
ま
た
、
「
こ
こ
ろ
」
の
不

健
康
は
や
が
て
か
ら
だ
に
も
悪
影
響
を

及
ぼ
し
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
「
こ
こ
ろ
の
健
康
を
保
つ
」

を
テ
ー
マ
に
健
康
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

関
心
の
あ
る
か
た
は
、
ぜ
ひ
、
こ
の
機

会
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
に
ち
　
２
月
９
日
∑

受
付
時
間
　
午
後
１
時
15
分
〜

１
時
30
分

実
施
時
間
　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時

会
場

保
健
セ
ン
タ
ー

内
容

臨
床
心
理
士
に
よ
る
講
話

講
師

埼
玉
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー

臨
床
心
理
士
　
菊
池

き

く

ち

礼
子

れ

い

こ

氏

定
員

60
名

申
込
み

１
月
19
日
∑
か
ら
来
所
ま
た

は
電
話
で
。

〜
子
育
て
中
の
お
母
さ
ん
の

仲
間
づ
く
り
〜

お
に
の
お
面
を
作
っ
て
、
豆
ま
き
を

し
ま
せ
ん
か
。

日
時

２
月
２
日
∑

午
前
10
時
30
分
〜
正
午

（
受
付
午
前
10
時
か
ら
）

場
所
　
中
央
公
民
館
講
堂

費
用

１
０
０
円

問
合
せ
先

白
岡
町
母
子
愛
育
会
（
幼

児
教
室
実
行
委
員
会
）

竹
川
1
（
93
）
４
１
４
８

五
十
嵐
1
（
92
）
６
５
６
５

県
の
花
サ
ク
ラ
ソ
ウ
。
今
で
は
さ
い

た
ま
市
の
田
島
ケ
原
ほ
か
数
箇
所
で
確

認
さ
れ
る
だ
け
で
す
が
、
か
つ
て
は
町

内
に
も
自
生
し
て
い
た
こ
と
を
ご
存
知

で
す
か
。
サ
ク
ラ
ソ
ウ
栽
培
の
基
本
を

い
っ
し
ょ
に
学
び
ま
せ
ん
か
。

日
時
　
１
月
30
日
ª

午
前
10
時
〜
正
午

講
師

大
越

お
お
こ
し

勉つ
と
む

氏
（
上
野
田
在
住
）

会
場

中
央
公
民
館
　
研
修
室

対
象
・
定
員

町
内
在
住
・
在
勤
で
、

初
め
て
参
加
さ
れ
る
か
た
　
20
名
（
抽

選
）

費
用

５
０
０
円
（
材
料
費
）

申
込
み
・
問
合
せ
先

１
月
21
日
π
ま

で
に
来
庁
ま
た
は
電
話
で
生
涯
学
習
課

社
会
教
育
係
ま
で内

線
２
７
２
〜
２
７
４

町
で
は
、
「
臨
時
職
員
登
録
制
度
」

に
基
づ
き
、
臨
時
職
員
と
し
て
働
き
た

い
か
た
の
登
録
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

提
出
書
類

所
定
の
臨
時
職
員
登
録
申
請
書

（
申
請
書
用
紙
は
、
１
月
15
日
∫
か
ら

庶
務
課
で
配
布
し
ま
す
。）

受
付
期
間

２
月
２
日
∑
〜
20
日
ª
（
土
・
日
曜

日
、
祝
日
を
除
く
。）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

登
録
期
間

４
月
１
日
〜
平
成
17
年
３
月
31
日

※
期
間
内
に
臨
時
職
員
を
採
用
す
る
必

要
が
生
じ
た
と
き
は
、
登
録
者
の
中
か

ら
採
用
し
ま
す
。

受
付
・
問
合
せ
先

庶
務
課
職
員
係

内
線
３
４
５

白
岡
町
臨
時
職
員
登
録
制
度
と
は
…

町
で
は
、
臨
時
職
員
を
採
用
す
る
場

合
、
あ
ら
か
じ
め
登
録
し
て
い
る
か
た

の
中
か
ら
採
用
す
る
「
臨
時
職
員
登
録

制
度
」
を
導
入
し
て
い
ま
す
。

仕
事
の
内
容

公
共
施
設
で
行
う
事
務
の
補
助
や
受

付
業
務
な
ど

勤
務
日
と
時
間

月
曜
日
〜
金
曜
日

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分
（
原

則
と
し
て
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
き

ま
す
が
、
施
設
に
よ
り
勤
務
日
や
時
間

が
異
な
り
ま
す
。）

採
用
の
期
間

事
務
処
理
の
増
加
す
る
時
期
な
ど

（
原
則
と
し
て
６
か
月
以
内
）

給
与

日
額
６
４
０
０
円
（
平
成
15
年

度
現
在
の
日
額
で
す
。
来
年
度
は
変
更

さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。）

登
録
の
手
続
き

臨
時
職
員
登
録
申
請
書
を
町
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
を
審
査
し
、

そ
の
結
果
に
基
づ
き
臨
時
職
員
登
録
簿

に
登
録
し
ま
す
。

登
録
の
期
間

登
録
は
年
度
ご
と
に
行

い
、
有
効
期
間
は
そ
の
年
度
の
末
日
ま

で
で
す
。

臨
時
職
員
の
採
用

町
で
は
、
臨
時
職
員
を
採
用
す
る
必

要
が
生
じ
た
と
き
に
は
、
登
録
さ
れ
た

か
た
の
中
か
ら
、
本
人
の
希
望
や
適
性

な
ど
を
考
慮
し
て
採
用
し
ま
す
。

登
録
の
条
件
　
次
に
該
当
す
る
か
た

①
年
齢
が
満
18
歳
以
上
60
歳
未
満
の
か

た
（
高
校
生
は
除
き
ま
す
。）

②
夜
間
の
大
学
や
専
門
学
校
な
ど
に
在

籍
し
て
い
る
場
合
は
、
授
業
等
の
時
間

と
勤
務
時
間
が
重
複
し
な
い
か
た

③
町
が
採
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、

た
だ
ち
に
就
業
で
き
る
か
た

④
町
の
業
務
に
従
事
で
き
る
知
識
な
ど

を
備
え
て
い
る
か
た

問
合
せ
先

庶
務
課
職
員
係内

線
３
４
５

学
校
教
育
課
で
は
、
「
臨
時
教
員
」

「
教
員
の
補
助
」
と
し
て
働
く
意
欲
の

あ
る
か
た
の
登
録
を
受
け
付
け
ま
す
。

【
業
務
内
容
】

◆
臨
時
教
員
…
町
内
の
小
・
中
学
校
に

在
籍
し
て
い
る
教
員
に
産
休
・
病
休
等

で
欠
員
が
生
じ
た
場
合
の
代
替
要
員
。

◆
教
員
の
補
助
…
学
習
活
動
等
の
充
実

を
図
る
た
め
の
補
助
員
。

【
資
格
】

50
歳
く
ら
い
ま
で
の
健
康
な
か
た
。

臨
時
教
員
を
ご
希
望
の
場
合
は
、
小
・

中
学
校
い
ず
れ
か
の
教
員
免
許
状
を
お

持
ち
の
か
た
。

【
提
出
書
類
】

◆
臨
時
教
員
…
免
許
状
（
コ
ピ
ー
）
履

歴
書
（
市
販
の
も
の
で
可
）

◆
教
員
の
補
助
…
履
歴
書
（
市
販
の
も

の
で
可
）

【
受
付
期
間
】

１
月
13
日
∏
〜
30
日
ª

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

＊
土
・
日
曜
日
・
祝
日
を
除
く

【
受
付
・
問
合
せ
先
】

学
校
教
育
課
学
務
係
　
内
線
２
６
２

主
な
業
務

①
身
近
な
緑
の
保
全
や
創
造
、
緑
化
の

た
め
の
実
践
活
動

②
緑
の
保
全
及
び
緑
化
思
想
の
普
及
啓

発
活
動

③
緑
の
現
況
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
、

意
見
や
提
言
な
ど

原
則
と
し
て
、
推
進
員
の
創
意
工
夫

に
よ
る
自
発
的
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
。

そ
の
他
、
県
・
市
町
村
事
業
へ
の
協
力
、

研
修
会
へ
の
参
加
な
ど
。

募
集
枠

１
５
０
人
以
内

応
募
資
格

身
近
な
緑
の
保
全
や
創
造
、

緑
化
に
関
心
を
持
ち
、
そ
の
た
め
の
実

践
活
動
、
意
見
や
提
言
を
行
え
る
20
歳

以
上
の
県
民
（
一
般
職
公
務
員
は
除
く
）

委
嘱
予
定
期
間

４
月
（
委
嘱
日
）
〜

平
成
17
年
３
月
31
日

申
込
書
設
置
場
所

①
埼
玉
県
み
ど
り
自
然
課

②
埼
玉
県
東
部
環
境
管
理
事
務
所

③
生
活
環
境
課

申
込
書
受
付
期
間

１
月
５
日
∑
〜
30
日
ª

申
込
書
提
出
先
（
郵
送
）

〒
３
３
０
│
９
３
０
１
　
さ
い
た
ま

市
浦
和
区
高
砂
３
│
15
│
１

埼
玉
県
環
境
防
災
部
み
ど
り
自
然
課

参
加
し
ま
せ
ん
か

埼
玉
県
緑
の
推
進
員

臨
時
教
員
・
教
員
の
補
助

の
登
録
を
受
け
付
け
ま
す

平
成
16
年
度
　
臨
時
職
員

の
登
録
を
受
け
付
け
ま
す

老人福祉センター　1（92）１２０５
１月１～５・11～13・19・25・26 ２月２・８・９・11・16・22・23

休業日

サ
ク
ラ
ソ
ウ
栽
培
教
室

募
集
し
ま
す

�
節
分

　
　 

 

豆
ま
き
�

愛
育
だ
よ
り
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問
合
せ
先

埼
玉
県
環
境
防
災
部
　
み
ど
り
自
然
課

緑
地
保
全
担
当

1
０
４
８
（
８
３
０
）
３
０
９
８

FAX
０
４
８
（
８
３
０
）
４
７
７
５

埼
玉
県
東
部
環
境
管
理
事
務
所

1
０
４
８
０
（
34
）
４
０
１
１

説
明
会
は
、
午
前
、
午
後
各
１
回
開

催
し
、
説
明
を
聞
き
な
が
ら
、
ご
自
分

で
申
告
書
を
作
成
し
、
提
出
し
て
い
た

だ
き
ま
す
。

日
程

対
象

所
得
税
を
納
め
て
い
る
か
た

（
源
泉
徴
収
税
額
が
あ
る
か
た
）

①
公
的
年
金
収
入
の
み
の
か
た

収
入
が
国
民
年
金
、
厚
生
年
金
、
公

務
員
の
共
済
年
金
、
恩
給
な
ど
の
か
た

②
医
療
費
控
除
、
住
宅
借
入
金
等
特
別

控
除平

成
15
年
分
の
所
得
が
給
与
所
得

（
年
末
調
整
済
）
の
み
の
か
た

詳
し
く
は
、
広
報
紙
と
い
っ
し
ょ
に

お
配
り
し
た
「
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら

せ
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

＊
こ
の
説
明
会
に
該
当
し
な
い
か
た
は
、

税
務
署
に
直
接
来
署
し
て
い
た
だ
く
か
、

確
定
申
告
期
間
中
に
白
岡
町
役
場
に
来

庁
し
て
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

春
日
部
税
務
署
　
個
人
課

税
部
門1

０
４
８
（
７
３
３
）
２
１
１
１

税
理
士
会
で
は
、
所
得
税
の
還
付
申

告
相
談
及
び
確
定
申
告
書
の
作
成
を
無

料
で
行
い
ま
す
。

期
間

２
月
３
日
∏
〜
13
日
ª

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
午
前
９

時
30
分
〜
正
午
、
午
後
１
時
〜
４
時
）

場
所
　
税
理
士
会
春
日
部
支
部
所
属
の

各
税
理
士
事
務
所

対
象

所
得
税
を
納
め
て
い
る
か
た

（
源
泉
徴
収
税
額
が
あ
る
か
た
）
で
、

次
の
①
〜
③
に
該
当
し
、
一
定
条
件
に

あ
て
は
ま
る
か
た

①
年
金
を
受
け
て
い
る
か
た

②
給
与
所
得
者
で
医
療
費
控
除
を
受
け

る
か
た

③
年
の
途
中
で
退
職
ま
た
は
就
職
し
た

か
た

当
日
ご
持
参
い
た
だ
く
も
の

①
平
成
15
年
分
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴

収
票
、
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
（
源

泉
徴
収
税
額
が
あ
る
か
た
に
限
り
ま
す
）

②
医
療
費
控
除
を
受
け
る
か
た

∏
医
療
費
の
領
収
書
（
な
る
べ
く
一

年
分
の
合
計
額
を
計
算
し
て
き
て
く
だ

さ
い
。）

π
保
険
金
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
た
金

額
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
金
額
が
確

認
で
き
る
も
の

③
印
鑑

※
還
付
金
を
振
り
込
む
預
金
の
口
座
番

号
等
（
申
告
者
名
義
の
も
の
）
を
メ
モ

し
て
き
て
く
だ
さ
い
。

無
料
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
事
前
に
各
税
理
士
事
務
所
・
税

理
士
会
に
、
相
談
内
容
や
日
時
な
ど
を

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

税
理
士
会
春
日
部
支
部

1
０
４
８
（
７
３
８
）
７
４
７
０

（
午
前
９
時
30
分
〜
正
午
、
午
後
１
時

〜
４
時
）

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
時

点
に
土
地
・
家
屋
又
は
償
却
資
産
を
所

有
し
て
い
る
か
た
に
納
め
て
い
た
だ
く

税
金
で
す
。

町
で
は
、
課
税
対
象
の
正
確
な
把
握

に
努
め
て
い
ま
す
の
で
、
次
の
こ
と
に

つ
い
て
ご
協
力
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

①
家
屋
を
取
り
壊
し
た
ら

住
宅
・
物

置
･
車
庫
な
ど
の
家
屋
を
取
り
壊
し
た

ら
、
届
出
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

届
出
書
は
、
税
務
課
に
あ
り
ま
す
。
所

有
者
の
印
鑑
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

②
未
登
記
家
屋
の
所
有
者
な
ど
が
変
更

し
た
ら

未
登
記
家
屋
（
登
記
さ
れ
て

い
な
い
家
屋
）
に
つ
い
て
、
売
買
な
ど

に
よ
る
所
有
者
の
変
更
な
ど
が
あ
っ
た

ら
、
届
出
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

届
出
書
は
、
税
務
課
に
あ
り
ま
す
。
新

旧
所
有
者
の
印
鑑
を
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。

③
償
却
資
産
（
土
地
家
屋
以
外
の
事
業

の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
資
産
）

の
あ
る
法
人
等

２
月
２
日
∑
ま
で
に
申
告
書
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
昨
年
申
告
し
て
い
た

だ
い
た
法
人
等
に
は
申
告
書
を
郵
送
し

ま
し
た
が
、
申
告
書
が
な
い
法
人
等
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

税
務
課
資
産
税
係

内
線
１
２
１
〜
１
２
３

ま
ず
は
、
「
声
」
を
聴
い
て
く
だ
さ

い
。
今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
気

づ
か
な
か
っ
た
こ
と
が
、
き
っ
と
見
つ

か
る
は
ず
で
す
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら

い
っ
し
ょ
に
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
…
！

日
時

２
月
７
日
º

午
後
２
時
〜
４
時
15
分

会
場

宮
代
町
進
修
館
　
小
ホ
ー
ル

内
容
　
「
と
も
に
ふ
れ
あ
い
生
き
る
ま

ち
」
〜
こ
こ
ろ
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
を
め

ざ
し
て
〜

そ
の
１
…
体
験
発
表

そ
の
２
…
講
演
「
精
神
障
害
を
理
解

す
る
」

そ
の
３
…
意
見
交
換
会

定
員
・
参
加
費
用

２
０
０
名
・
無
料

問
合
せ
先

宮
代
町
障
害
福
祉
課

1
（
34
）
１
１
１
１

幸
手
保
健
所
　
精
神
保
健
担
当

1
（
42
）
１
１
０
１

有
料
道
路
に
お
け
る
障
害
者
割
引
制

度
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
改
正
さ
れ

ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

改
正
内
容

◎
割
引
証
を
廃
止
し
、
新
た
に
割
引
の

有
効
期
間
を
記
載
す
る
手
続
き
を
行
っ

た
身
体
障
害
者
手
帳
又
は
療
育
手
帳
の

提
示
の
み
で
の
割
引
適
用
の
実
施

※
従
来
の
割
引
証
と
手
帳
で
の
通
行
は
、

平
成
16
年
５
月
31
日
ま
で
と
な
り
ま
す

の
で
、
現
在
、
有
料
道
路
に
お
け
る
障

害
者
割
引
制
度
を
受
け
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
か
た
は
、
そ
れ
ま
で
に
新
た
に
手
続

き
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

◎
新
た
に
Ｅ
Ｔ
Ｃ
ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
走
行

時
の
割
引
適
用
を
開
始

対
象
者

次
に
該
当
す
る
か
た

◎
身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
か
た

が
自
ら
運
転
さ
れ
る
場
合

◎
重
度
の
身
体
障
害
者
及
び
重
度
の
知

的
障
害
者
（
第
１
種
の
身
体
障
害
者
手

帳
及
び
第
１
種
の
療
育
手
帳
を
お
持
ち

の
か
た
）
を
継
続
し
て
日
常
的
に
介
護

し
て
い
る
か
た
が
運
転
さ
れ
る
場
合

※
法
人
所
有
や
営
業
用
の
自
動
車
等
は

割
引
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

有
効
期
限

申
請
日
か
ら
２
回
目
の
誕
生
日
ま
で

有
効
。

※
期
限
切
れ
前
に
更
新
の
手
続
き
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

申
込
み
・
問
合
せ
先

福
祉
課
障
害
者
福
祉
係

内
線
１
６
３
・
１
６
４

所
得
税
の
還
付
申
告
説
明
会

有
料
道
路
に
お
け
る
障
害
者

割
引
制
度
の
改
正
及
び

手
続
き
に
つ
い
て
の
ご
案
内

お
知
ら
せ

税
理
士
に
よ
る
所
得
税
の

還
付
申
告
無
料
相
談

固
定
資
産
税

に
つ
い
て
の
お
願
い

心
の
健
康
に
関
す
る
講
演

会
開
催
の
お
知
ら
せ

総合運動公園　1（93）３４２６
１月１～３・６・13・20・23・27 ２月３・９・10・17・24

休業日

対　象 日にち 受付時間 場所 

白
岡
町
役
場
１
階
会
議
室 

公的年金収入 
のみかた 午前９時30分～10時 

午後１時～１時30分 

午前９時30分～10時 

午後１時～１時30分 
午前９時30分～10時 

午後１時～１時30分 

１月28日 
π 

１月28日 
π 

１月29日 
∫ 

１月30日 
ª 

住宅借入金等 
特別控除 

医療費控除 

① 

② 

② 


